
議案第１０８号 

   さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

 さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成３０年６月６日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

   さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例

 さいたま市介護保険条例（平成１３年さいたま市条例第１８６号）の一部を次のよ

うに改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

  該改正後部分に改める。

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （保険料率等）  （保険料率等）

第３条 平成３０年度から平成３２年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる法第９

条第１号に規定する第１号被保険者（以下「第１

号被保険者」という。）の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

第３条 平成３０年度から平成３２年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる法第９

条第１号に規定する第１号被保険者（以下「第１

号被保険者」という。）の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

 ⑴～⑸ ［略］  ⑴～⑸ ［略］

 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ７１，５６２円  ⑹ 次のいずれかに該当する者 ７１，５６２円

  ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得た額

とする。以下この項において同じ。）が１２

５万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの

  ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第３８条第４項

に規定する特別控除額を控除して得た額とす

る。以下この項において同じ。）が１２５万

円未満である者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの

  イ ［略］   イ ［略］ 

 ⑺～⑿ ［略］  ⑺～⑿ ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］



附 則

 この条例は、平成３０年８月１日から施行する。


